
（平成２４年２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認奈良地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

奈良国民年金 事案 1233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 56年３月まで 

私は昭和 54 年３月に結婚のために６年勤めた会社を退職した。同年５月

に結婚したが家業が忙しかったため、婚姻届は同年８月になった。国民年

金の手続も失念していたので、遅れて加入し、その際、市職員に未納とな

っている期間の保険料を教えてもらい、遡ってまとめて納付した。免除申

請を行った記憶はなく、未納とされているのも納得できない。記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 56 年３月 19 日に払い出されてい

ることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、当該時点において申

立期間のうち 54年４月から 55年３月までは過年度納付が可能である。 

また、申立人は「外出時には常に数万円持っていたので、そのお金でまと

めて納付した。１か月の保険料は３千円ちょっとで、窓口は現在とほぼ同じ

場所にあった。」と当時の状況を具体的に述べており、Ａ市役所も「過年度

の納付書と記号番号を付けた年金手帳を社会保険事務所（当時）から預かっ

ており、手続と同時に過年度保険料の納付書の発行を行うことが可能だっ

た。」と回答している。 

さらに、申立期間を除き申立人に未納は無く、払出し直後から夫婦一緒に

納付していることが国民年金収滞納一覧表により確認でき､申立人の納付意

識の高さがうかがえるところ、納付意識の高い申立人が加入手続と同時に申

立期間のうち昭和 54 年４月から 55 年３月までの過年度の納付書を受け取り、

国民年金保険料を納付した可能性も否定できない。 



 

  

一方、申立期間のうち手帳記号番号払出しの時点で現年度納付が可能であ

った昭和 55 年４月から 56 年３月までについて、全額免除承認されているこ

とが被保険者名簿及びオンライン記録により確認でき、当該期間の全部又は

一部について国民年金保険料が納付されていれば免除されず納付が優先され

るところ、前述の被保険者名簿に訂正等の形跡は無く、保険料納付をうかが

わせる事情は見当たらない。 

また、複数の読み方による氏名検索、国民年金手帳記号番号払出簿検索シ

ステムによる縦覧調査及び国民年金手帳記号番号払出簿の現認調査を行った

が、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は無く、申立人

が昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）及び保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和 54 年４月から 55 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



 

  

奈良国民年金 事案 1234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 59年３月まで 

私の国民年金保険料の納付状況を確認すると、申立期間が未納とされて

いることが分かった。結婚した年のことであり、当時はまだ子供もおらず

平穏に過ごしており、専業主婦であった元妻が保険料を納付してくれてい

たことを覚えている。未納となっている期間があるのは納得できないので

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料を

全て納付している上、Ａ市の国民年金収滞納一覧表によると、申立期間直後

の昭和 59 年度分について前納していることも確認できることから、申立人は

国民年金に対する納付意識が高かったことがうかがえる。 

また、申立人の国民年金被保険者台帳によると、昭和 59 年７月 11 日に申

立期間に係る過年度納付書が作成されているが、申立人の国民年金保険料の

納付を任されていたとする元妻は、「督促状や催告状が送付されてきた場合

は、必ず納付している。」と証言しており、同年４月 20 日に 59 年度分の国

民年金保険料を前納していることを踏まえると、その元妻が申立期間につい

ても納付したものとみても不自然ではない。 

さらに、申立期間は９か月と短期間である上、その前後は納付済みとなっ

ており、申立期間の保険料を納付できなかった事情等は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

  

奈良厚生年金 事案 1405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 42 年６月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を３万 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年６月 20日から同年 10月２日まで 

 昭和 40 年にＣ社に入社し平成 19 年に退職するまでＤグループの系列会

社に継続して勤務していたが、昭和 42 年にＣ社からＡ社に異動した当初

の４か月間の厚生年金保険被保険者記録が無い。途中で退職したことはな

いので、調査して厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言及び申立人と同様にＤグループの系列会社に異動した同

僚の厚生年金保険被保険者記録から判断すると、申立人は同グループの系列

会社に継続して勤務し（昭和42年６月20日にＣ社からＡ社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

42 年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、３万 3,000 円

とすることが妥当である。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は昭和 42 年 10 月２日に厚生年金保

険の適用事業所となっているが、法人登記簿謄本によると、同社の設立は同

年６月 20 日であることが確認できる上、同僚の供述により、同社は、申立

期間において５人以上の従業員が勤務していたことが推認できることから、

当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断



 

  

される。 

なお、事業主は、申立期間において、厚生年金保険の適用事業所の要件を

満たしていながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかっ

たと認められることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



 

  

奈良厚生年金 事案 1406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、昭和 42 年４月

を３万 9,000 円、同年５月から同年７月までを４万 5,000 円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月１日から同年８月１日まで 

    Ａ社Ｂ事業部（現在は、Ｃ社）に勤務していた期間のうち、昭和 42 年４

月から同年７月までの標準報酬月額（３万 3,000 円）が低くなっている。

同年４月に、Ｄ事業部からＢ事業部に転勤したが、給与は減額されていな

い。給与明細書を提出するので、調査して厚生年金保険の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、昭和 42 年４月の給与明

細書において確認できる給与支給額（申立期間当時、保険料は翌月控除。）、

及び同年８月の給与明細書において確認できる保険料控除額から判断すると、

同年４月は３万 9,000 円、同年５月から同年７月までは４万 5,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の当該標準報酬月額に基づく保険料の事業主による納付義務



 

  

の履行については、Ｃ社は、昭和 42 年４月１日の厚生年金保険被保険者資

格取得届について超過勤務手当を含まず本給等を報酬月額として届け出た旨

回答しているところ、申立人の同年４月の給与明細書により本給は３万

3,500 円であることが確認でき、厚生年金保険被保険者原票の標準報酬月額

が３万 3,000 円であることから、事業主は、厚生年金保険被保険者原票の標

準報酬月額に相当する報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け、その結果、

社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。  

 



 

  

奈良国民年金 事案 1235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47 年４月から 50 年 10 月までの期間、52 年４月及び同年５

月並びに 54 年７月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年４月から 50年 10月まで 

             ② 昭和 52年４月及び同年５月 

             ③ 昭和 54年７月から 61年３月まで 

申立期間①について、私は、夫が昭和 47 年３月にＡ校を卒業したこと

を契機に同年４月頃にＢ市役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を郵便局又はＣ銀行で納付していた。 

申立期間②について、Ｂ市からＤ市へ転居した頃で、同市内の金融機関

で国民年金保険料を納付していた。 

申立期間③について、引き続きＤ市内の金融機関で納付しており、昭和

57年８月にＥ町に転居した後も金融機関等で納付していた。 

申立期間①、②及び③が未加入期間とされているのに納得がいかないの

で調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、昭和 47 年４月頃に国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付していたとしているが、国民年金手帳記号

番号払出簿によると、国民年金に加入した場合に払い出される国民年金手

帳記号番号は、51 年１月 31 日に申立人に対して払い出されており、ほか

に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当た

らない。 

  また、申立人が所持する年金手帳、Ｂ市の国民年金被保険者名簿及び国

民年金被保険者台帳によると、そのいずれにも、昭和 50年 11月 28日に任

意加入により国民年金被保険者資格を取得したことが確認できる上、申立

期間①は、国民年金の未加入期間であることから、制度上、当該期間の国

民年金保険料を納付することはできない。 



 

  

  さらに、申立人は、郵便局等で保険料を納付していたとしているが、Ｂ

市の国民年金被保険者名簿によると、申立期間①直後の納付記録が確認で

きる期間の保険料の納付方法は、徴収員による納付であった記載が確認で

きる上、同市では、郵便局における保険料の取扱いを開始したのは、昭和

52年４月以降であったとしていることから、申立人の主張と相違する。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ市からＤ市に転居し、同市内の金融

機関で国民年金保険料を納付していたとしているが、Ｂ市の国民年金被保

険者名簿によると、申立人は昭和 52 年４月５日付けで同市から転出し、申

立人が所持する年金手帳及びＤ市の同名簿によると、申立人は同年６月 20

日に同市に転入している記載が確認できることから、申立期間②において

申立人は国民年金の加入手続を行っていなかったものと考えられる。 

  また、申立人が所持する年金手帳、Ｄ市の国民年金被保険者名簿及び国

民年金被保険者台帳によると、そのいずれにも、申立人は、昭和 51 年８月

１日に国民年金被保険者資格を喪失した後、52 年６月 20 日に任意加入に

より再度同資格を取得していることが確認できる上、申立期間②は、国民

年金の未加入期間であることから、制度上、当該期間の国民年金保険料を

納付することはできない。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｄ市内の金融機関で保険料を納付して

いたとしているが、申立人が所持する年金手帳、同市の国民年金被保険者

名簿及び国民年金被保険者台帳によると、昭和 54 年７月１日に国民年金被

保険者資格を喪失していることが確認できる上、同市の 54 年度の国民年金

収滞納一覧表には、54 年７月以降に納付記録は確認できず、55 年度の国民

年金収滞納一覧表には、被保険者資格を喪失したことを示すものと考えら

れる「ソ」の記載が確認でき、56 年度以降の国民年金収滞納一覧表には、

申立人の氏名が確認できない。 

  また、申立人は、昭和 57 年８月にＥ町へ転居した後も金融機関等で保険

料を納付していたとしているが、日本年金機構Ｆ事務センターによると同

町の国民年金被保険者名簿の中に申立人のものは見当たらないとしている

上、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録において申立人の住所地が

Ｅ町に移っている記録は確認できず、また、申立人が所持する年金手帳に

おいても同町に住所が変更された記載が確認できないことから、申立人は

同町において国民年金の加入手続を行っていなかったものと考えられる。 

さらに、申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



 

  

奈良国民年金 事案 1236（事案 1170の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年８月、52 年１月から同年３月までの期間及び 53 年９月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年８月 

             ② 昭和 52年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 53年９月 

前回、昭和 49 年 12 月から 50 年３月までの期間、51 年４月から 52 年３

月までの期間及び 53 年１月から同年９月までの期間について申立てをした

が、今回の再申立てに際して、前回の申立期間のうち国民健康保険料領収

証書を所持する期間について申立てをする。 

母が申立期間に係る国民健康保険料を納付しているにもかかわらず、国

民年金保険料を納付しないはずがないので、再度調査して記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から③までを含む昭和 49年 12月から 50年３月までの期間、51

年４月から 52 年３月までの期間及び 53 年１月から同年９月までの期間に係

る前回の申立てについては、ⅰ）申立人は、国民年金の加入手続及び保険料

納付は同居していた申立人の母親が行っていたとしているところ、オンライ

ン記録によると、申立期間において、申立人の母親は国民年金に加入してお

らず、当時同居していたとする申立人の家族も国民年金に加入していないこ

とから、申立人の母親が申立人の申立期間の保険料を納付していたと推認す

ることはできないこと、ⅱ）申立人が母親から受け取ったとする申立期間に

係る保険料領収証書は、国民健康保険に係る領収証書５か月分のみである上、

申立人の国民年金被保険者台帳においても申立期間は未納となっており、催

告が行われた記載が散見されることから、国民年金保険料を未納なく納付し

ていたとは考え難いこと、ⅲ）申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金



 

  

保険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続を行い、申立期間の保

険料を納付していたとする申立人の母親は高齢のため当時の状況を聞くこと

ができないことから、申立期間当時の加入手続及び保険料納付の状況等は不

明であること等の理由により、既に当委員会の決定に基づく平成 23 年８月

３日付け年金記録の訂正は必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回の再申立てについて、申立人は、申立期間①から③までに係る国民健

康保険料領収証書を提出しており、申立人の母親が当該期間に係る申立人の

国民健康保険料を納付しているにもかかわらず、申立人の国民年金保険料を

納付しないはずがないと主張して、当該領収証書に基づく調査を希望する旨

主張しているが、当該領収証書は、前回の申立てにおいて、当委員会に提出

されており、既に当該領収証書に基づく調査は実施済みである上、ほかに当

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立

人は、当該期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 



 

  

奈良国民年金 事案 1237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年８月から３年２月までの期間及び同年 12 月から４年６月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年８月から３年２月まで 

             ② 平成３年 12月から４年６月まで 

    私は、会社を退職した後は国民年金に加入するものだと思っていたので、

申立期間①及び②の直前まで勤めていたそれぞれの会社を退職した後は、

いずれもＡ市役所で国民健康保険の加入手続と併せて国民年金の加入手続

も行った。国民年金保険料は口座振替で納付していたはずである。申立期

間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由    

国民年金手帳記号番号払出簿によると、国民年金に加入した場合に払い出

される国民年金手帳記号番号は、平成７年 12 月 26 日にＢ市において申立人

に対して払い出されており、ほかに申立人に対して別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていた形跡は見当たらないことから、申立人はこの頃国民年

金の加入手続を行ったものと推認され、申立内容とは符合しない上、当該加

入時点で、申立期間①及び②の国民年金保険料は、制度上、時効により納付

することができない。 

また、オンライン記録によると、申立期間①及び②は当時未加入期間とし

て管理されていたものと考えられる上、申立人が所持する年金手帳の国民年

金の記号番号には上述の国民年金手帳記号番号以外の記載が無いことから、

Ａ市では国民年金の加入手続は行われていなかったものと考えられる。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続についての記憶が曖昧である上、

保険料についても口座振替で納付したと思うとしているが、口座振替の切替

手続及び納付した金額等について具体的に記憶しておらず、申立人が口座振



 

  

替を行っていたと主張する金融機関においても出納記録等の資料は保存期限

が過ぎており残っていないとしている。 

加えて、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 

 

 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成４年９月頃から５年２月１日まで 

          ② 平成５年４月頃から同年５月 15日まで 

          ③ 平成５年６月 22日から６年５月 21日まで 

申立期間①について、職業安定所の紹介でＡ社に平成４年９月頃から数

か月間勤務し、Ｂ業務を行っていた。勤務していたにもかかわらず厚生年

金保険被保険者記録が無い。 

申立期間②及び③について、職業安定所の紹介でＣ社に平成５年４月頃

から１年間程勤務し、Ｄ業務を行っていた。しかし、Ｃ社における厚生年

金保険被保険者記録は勤務途中の１か月しか確認できず納得できない。 

各申立期間について、調査して厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の事業主の証言から、勤務期間を特定すること

はできないものの、申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、「当社が保管している健康保険厚生年金

保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書に申立人の氏名は無い。

申立人はアルバイトとして入社しており、当社が設けている試用期間内に退

職したと記憶している。当該期間中の従業員は、厚生年金保険、健康保険及

び雇用保険に加入させていなかったので、申立人の健康保険厚生年金保険被

保険者資格取得届を提出しておらず、申立人の給与から厚生年金保険料は控

除していない。当社における厚生年金保険の被保険者記録が無いことは、申

立人も承知しているはずだ。」と証言している上、申立人のＡ社における雇

用保険被保険者記録も確認できない。 

また、オンライン記録により、Ａ社における被保険者記録が確認できる複



                      

  

数の同僚に照会したが、回答が得られない上、Ａ社は申立期間に係る賃金台

帳などを保管していないことから、申立人の申立期間①における厚生年金保

険料の控除について確認することができなかった。 

申立期間②及び③について、申立人のＣ社に係る雇用保険被保険者記録及

びＣ社の事業主の証言から、申立人が当該期間にＣ社に勤務していたことは

認められる。 

しかしながら、Ｃ社の事業主は、「申立人は見習いとして入社した。当社

は２か月程度の試用期間を設けており、当該期間後に従業員を厚生年金保険

及び健康保険に加入させていたが、申立人はけがをして健康保険証が必要と

なり、健康保険に加入させてほしい旨の申し出があったので、厚生年金保険

及び健康保険に加入した。しかし、申立人は厚生年金保険料及び健康保険料

の負担を嫌い、申立人の意向で被保険者資格の喪失手続を行ったため、申立

人に係る厚生年金保険被保険者記録は１か月しかない。被保険者資格喪失後、

申立人の給与から厚生年金保険料は控除していない。」と証言している。 

また、オンライン記録によりＣ社における被保険者記録が確認できる複数

の同僚に照会したが、回答が得られない上、Ｃ社は申立期間に係る賃金台帳

などを保管していないことから、申立人の申立期間②及び③における厚生年

金保険料の控除について確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1408（事案 1062の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年３月 20日から 31年 12月 31日まで 

私が勤務していたＡ市Ｂ地区のＣ社は、厚生年金保険の適用事業所の確

認ができないなどとして前回の申立ては認められなかったが、Ｃ社はＤ県

にも事業所があったと聞いている。 

Ａ市Ｂ地区のＣ社も含めて再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所

であったことが確認できないこと、ⅱ）申立人はＣ社の同僚の氏名を覚えて

おらず、事業主の連絡先も不明であるため、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料控除について確認できないことなどから、既に当委員会の決定に基づ

き、平成 23 年３月２日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする

通知が行われている。 

今回、申立人は、勤務していたＣ社はＡ市Ｂ地区のほかに、Ｄ県にも事業

所があったと聞いたことがあるとして、再申立てを行っている。 

そこで、Ｃ社の役員が経営していたＥ社の複数の従業員に改めて聴取した

ところ、Ｅ社倒産後にＣ社に勤務した同僚が確認でき、当該同僚は、「申立

人と私はＡ市Ｂ地区にあったＣ社に勤務していた。申立人は営業職の同僚で

一緒にＦ商品の営業を行っていた。」と証言していることから、申立人がＣ

社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、上記同僚は、「Ｅ社に勤務していたときは厚生年金保険及

び健康保険の被保険者であったが、Ｅ社倒産後に勤務したＣ社は、厚生年金

保険及び健康保険の適用事業所ではなかったので、健康保険証も無く、給与

から厚生年金保険料は控除されていなかったはずである。」と証言している。 



                      

  

また、申立人がＤ県にあったとするＣ社の所在地を管轄する法務局に申立

期間及びその前後の期間に登記されている事業所を照会したところ、Ｃ社の

名称の事業所が２社確認できたものの、代表取締役、事業所所在地及び事業

内容が申立人の供述とは異なるほか、被保険者名簿及びオンライン記録によ

り、申立期間当時、当該２社は厚生年金保険の適用事業所ではなかったこと

が確認できる上、上記同僚は、「Ｄ県にＣ社の本店及び支店などは無かっ

た。」と証言している。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

奈良厚生年金 事案 1409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和 48年４月 26日から同年 10月１日まで 

私は、昭和 48 年４月 25 日にＡ社を退職後、すぐにＢ事業所（現在は、

Ｃ社）に勤務したが、厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、同事

業所での被保険者資格取得日が、Ａ社の退職から約５か月後である同年 10

月１日となっている。 

しかし、半年近くも間が空くのであれば国民健康保険に加入するはずだ

が、そのようなこともなかったので、Ｂ事業所での勤務開始は昭和 48 年

４月 26 日に間違いない。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 48 年４月 25 日にＡ社を退職し、すぐにＢ事業所に勤務

した。」と述べているが、申立期間当時、従業員としてＢ事業所に在籍して

いたＣ社の現在の事業主は、「申立人の入社の経緯や、入社日に関しては覚

えていない。申立期間当時の社会保険に関する資料は保管されていないため、

当時の状況は不明である。」としていることから、申立人の申立期間に係る

勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、前述の事業主は、「自分はＢ事業所において昭和 44 年４月から勤務

を開始した。」としているが、厚生年金保険の被保険者資格取得日は、約９

か月後の 45 年１月１日であることが確認できる上、同日に被保険者資格を

取得している同人の兄である元同僚のことについても、「兄は 44 年７月末

に前の会社を退職してすぐに、Ｂ事業所に勤務していたはずである。」と述

べていることから、同事業所では従業員の採用と同時に厚生年金保険に加入

させる取扱いではなかったことがうかがえる。 



                      

  

さらに、申立人が氏名を挙げた同僚は既に死亡している上、当時の社会保

険事務担当者は高齢のため供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


